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ペット用品の販売には、商標やデザインが最重要で

す。しかし、他社が商標権を持っているときは権利

侵害にペット関連の商標は第 31 類のペットフード

のほか、約１２類別の区分へ関連します。 

① 使用したい商標があるとき。 
② 使用している商標について安全かどうか。 
③ 更新や書換えの時期が近づいたとき。 
 

当所は、商標（マーク・店名・ネーミング・図柄・

サービスマーク・キャラクター）に関する専門事

務所としてバックアップ致します。 

 

 

どうぞ、当所の商標ホームページをご覧下さい。  
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